
介護認定資料の開示（電子申請）について

要介護・要支援認定資料の開示についてオンラインにて申請できます。

申請のために市役所に来庁する必要がなくなります。また、資料の受取

が可能になりましたらメールで通知が届きます。

【申請の流れ】

●申請をする（受付番号が付与されます）

↓

●申請受付のメール①が届く（自動配信）

↓

●審査完了のメール②が届く（受付番号を呈示して受取可能）

※資料提供出来ない場合、提供不可のメールが届きます。

（すでに資料提供済や前市町村での認定など）

【申請のアカウント作成について】（初回のみ）

「ふくおか電子申請サービス」のサイトでアカウントを作成してから申請

をしてください。

https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect

クリック

ふくおか電子申請サービスのトップページから、右上の「利用者登録はこ

ちら」をクリックしてください。
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基本情報を入力してください。区分は「法人」を選択してください。
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ID

入力が終わったら、「利用規約に同意して登録する」を押してください。

ID発行のメールが送られてきますので、IDとパスワードを忘れないように

記録をお願いします。

クリック
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【申請の手順について（１回目）】

IDとパスワードの確認処理のため、入力をしてください。

右上の「ログイン」をクリックしてください。

クリック
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利用者IDとパスワードを入力してログインしてください。

申請先の選択から「朝倉市」を選択してください。

クリック

クリック
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「電子申請をする」をクリックしてください。

手続の選択から「介護認定資料の開示申請」を選択してください。

2024年3月1日

クリック

クリック
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申請書入力画面で、申請日や氏名、住所など該当項目を入力してください。
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【申請書入力画面について】

２回目以降の申請の場合は【１】～【５】

は自動入力されます。
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クリック

入力が終わったら、「次へ」を押してください。

クリック

手続方法は「代理人」を選択してください。
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送信内容確認で「送信」をクリックしてください。

申告書の控えを保存したい場合は、「申告書控え保存」を押してください。

※郵送で申請される場合は、印刷したものに申請者の署名をして、

ケアマネ証の写しと返信用封筒に切手を貼ったものを一緒に朝倉市役所介

護サービス課へお送りください。

また、施設に入居している場合は、契約書の写しを提出してください。

クリック

クリック
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上のように申請内容が確認できます。
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「申請受付のお知らせ」のメールが届きます（メール１回目）

※資料の作成完了ではありません。受取が可能になりましたら、再度

メールをお送りします。

資料の受取が可能になりましたら、「審査完了のお知らせ」のメールが

届きます（メール２回目）
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資料が発行できない場合

資料の発行ができない場合は、「申請は受理できません」のメールが

届きます。

※すでに資料提供済や前市町村でのみ取得可能など
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【申請の手順について（２回目以降）】

一度申請すると、２回目の申請からは前の申請の内容を参照してから申請でき

ますので、事業所の住所等の入力を省略することができます。

「ふくおか電子申請サービス」のサイトにログイン後（Ｐ４参照）、

「「申請履歴」をすべて表示」をクリックしてください。

申請状態が「完了」になっているものの「詳細」をクリックしてくださ

い。

クリック

クリック
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「再利用申請」をクリックしてください。

「はい」をクリックしてください。前回の申請内容が表示されるため、

申請対象者の氏名などを修正して、入力してください。（詳細について

は「申請書入力画面について（Ｐ８）」を参照してください。）

クリック

クリック
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【申請状況の確認について】

「申請状態」で現在の状況が確認できます。

受付中：申請が終わった状態

審査中：審査がされている途中の状態

完了：資料の受け取りが可能な状態

申請不受理：資料が発行できない状態

「「申請履歴」をすべて表示」をクリックしてください。

クリック
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